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登録募集について登録募集について



　　　県では、沖縄県産食材を積極的に活用した料理の提供を通して、
県民のみなさんや観光客のみなさんに県産食材の魅力を発信して
いただける県内飲食店を「おきなわ食材の店」として登録していま
す。

� 県産食材を積極的に活用し

� 県内で営業している飲食店及び宿泊施設、料理品小売店（弁当屋）

� 県産の食材を半数以上使ったメニューを地産地メニューとし
たとき、年間をとおして提供しているメニューの半数以上が
地産地消メニューであること。

� 使用している県産食材について、積極的に情報提供を行っ
ていること。

「おきなわ食材の店」とは・・・

第４回目の登録を行ったHHHH２３年８月時点において

県内各地で　　　　　　　　　　の登録となりました。



「おきなわ食材の店」に登録されると・・・

� 「おきなわ食材の店」の登録証及び楯、ノボ
リ、ステッカーを交付します。

� 店頭表示やPRPRPRPR用チラシなどに「おきなわ食
材の店」の表示をすることができます。



「おきなわ食材の店」に登録されると・・・

� パネルやリーフレット、チラシ等を作成し広く周知します。

� 　「おきなわ食材の店」HPHPHPHPや「おきなわいちば」、県流通政
策課のHPHPHPHPなどでも広く情報発信します。



「おきなわ食材の店」の役割

� 沖縄県産食材を積極的に活用し、県産食材
の一層の利用促進にご協力ください。

� 県産食材をふんだんに使ったお料理の提供
を通して、お客様に沖縄県産食材の美味し
さや魅力を伝えてください。

� 「おきなわ食材の日」のＰＲなど、地産地消
の取り組みのご協力をお願いすることもあり
ます。



� 登録は無料です

� 募集期間は５月１日～５月３１日の1111ヶ月間

� 応募は「HHHH２４年度    おきなわ食材の店事務局」まで。

� 「おきなわ食材の店」登録申請書（様式１号）

� 地産地消メニューの写真、お店の写真（必須）

� その他、パンフレット・雑誌の紹介記事など（任意）

県内飲食店県内飲食店

①登録申請

　　　　　　

③登録

� 書類審査
� 登録審査会

�登録要件のチェック

②登録審査

「おきなわ食材の店」へ登録するには･･･



詳しくは･･･詳しくは･･･

◆　応募要領・応募用紙につきましては、

　　「おきなわ食材の店」ホームページよりダウンロードしてください。

http://www.okireci.net/foodstore/
　　＊現在登録されている「おきなわ食材の店」の店舗情報も見れます。

H24年度「おきなわ食材の店　申請受付事務局」 　
■那覇市久茂地3-17-5　美栄橋ビル3F 　　
　　㈱アドスタッフ博報堂内 　
■TEL 098-862-4531　 　
■FAX 098-862-1589 

＊　５月７日（月）～１１日（金）の間に県庁１階ロビーにてパネル展を開催、　　　　
「おきなわ食材の店」登録店の案内とともに、登録要領・申請書を配布します。

◆　登録申請書の提出及び各種お問い合わせにつきましては、

下記事務局までお願いします。


